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　教員採用試験対策教材　補足資料
　平成 21 年 9 月に消費者庁が設置されたことに伴い，以下の点が変更されましたので，ご連絡申し上げ
ます。

①　食品表示に関する所掌は消費者庁が一元的に行うことになりました。
　　従来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現在

②　①に伴い、特定保健用食品、特別用途食品の許可証票も変更となります。
　　・特定保健用食品の許可証票

　　　 　　　　　　

　　・条件付き特定保健用食品の許可証票

　　　 　　　　　　

　　・特別用途食品の許可証票

　　　 　　　　　　

③　また、食品表示に関する許可・承認・指導等は、内閣総理大臣が行うこととなります。

・健康増進法，食品衛生法に規定される食品表示
　⇒厚生労働省
・JAS 法に規定される食品表示
　⇒農林水産省

内閣府の外局である消費者庁が
一元的に所管する




